
鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則及び鳥取県収入証紙規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成22年３月23日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第13号

鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則及び鳥取県収入証紙規則の一部を改正する規則

（鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則の一部改正）

第１条 鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則（平成14年鳥取県規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削り、次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加

える。

改 正 後 改 正 前

様式第４号（第９条関係） 様式第４号（第９条関係）

収入証紙は

り付け欄

犬、ねこ等返還申請書 犬、ねこ等返還申請書

職 氏名 様 職 氏名 様

犬、ねこ等の返還を受けたいので、鳥取県動物の愛 犬、ねこ等の返還を受けたいので、鳥取県動物の愛

護及び管理に関する条例第12条第２項（第12条第４項 護及び管理に関する条例第12条第２項（第12条第４項

において準用する同条第２項）の規定により、次のと において準用する同条第２項）の規定により、次のと

おり申請します。 おり申請します。

年 月 日 年 月 日

申請者 住所 申請者 住所

氏名 , 氏名 ,

（電話番号 ) （電話番号 ）

（法人にあっては、主たる事務 （法人にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び代表者 所の所在地、名称及び代表者

の氏名） の氏名）

申請者と所有者との関係 本人・その他（ ）

犬、ねこ等の 住 所

所有者 氏 名

返還を求める 種 類 返還を求める 種 類

動物 略 動物 略



略 略

注１ 申請者が所有者であるときは、犬、ねこ等の 注

所有者の欄は記入する必要はない。

２ 申請者と所有者が異なるときは、申請者が所

有者の同意を得ていることを証する書類を添付

すること。

３ 略 １ 略

４ 略 ２ 略

５ 略 ３ 略

※収容年 ※返還年 ※収容日 ※手数料 ※収容年 ※返還年 ※収容日 ※返還費 ※狂犬病

月日 月日 数 の額 月日 月日 数 用の額 予防員又

は動物愛

護管理員

（鳥取県収入証紙規則の一部改正）

第２条 鳥取県収入証紙規則（昭和39年鳥取県規則第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この条において「移動別表細

目」という。）に対応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下この条

において「移動後別表細目」という。）が存在する場合には、当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし、

移動後別表細目に対応する移動別表細目が存在しない場合には、当該移動後別表細目を加える。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条、第７条、第８条、第13条関係） 別表第１（第２条、第７条、第８条、第13条関係）

１ 使用料及び手数料 １ 使用料及び手数料

(１)～(17) 略 (１)～(17) 略

(18) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例

（平成13年鳥取県条例第48号）第21条の規定に

基づく手数料

(19) 略 (18) 略

(20) 略 (19) 略

(21) 略 (20) 略

(22) 略 (21) 略

(23) 略 (22) 略

(24) 略 (23) 略

(25) 略 (24) 略

(26) 略 (25) 略

(27) 略 (26) 略

２ 略 ２ 略

附 則

この規則は、平成22年４月１日から施行する。




